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令和５年第５回相良村議会臨時会会議録 

令和５年３月２９日（水曜日） 

午前 10時 00分開会 

於  会議議場 

開議 

１．議事日程 

日程第 1 会議録署名議員の指名 

日程第 2 会期の決定 

日程第 3 議案第３６号 令和５年度相良村一般会計補正予算（第１号） 

（質疑・討論・採決） 

閉 会 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

  １番 川 邊 一 徳 君   ６番 西 本 巳喜男 君 

  ２番 坂 田 朋 美 君   ７番 髙 岡 重 盛 君 

  ３番 永 田 博 人 君   ８番 小 善 満 子 君 

  ４番 德 田 正 臣 君   ９番 市 岡 智 惠 君 

  ５番 中 村 重 道 君  １０番 黒 木 正 照 君 

 

３．欠席議員（０名） 

 

４．説明のため出席した者（２名） 

  村    長  吉 松 啓 一 君   保健福祉課長  平 川 千 春 君 

 

５．本会議の書記 

  議会事務局長  和 田 耕 君
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開会 午前 10時 

―――――――○――――――― 

○議長（黒木正照君） おはようございます。全員出席でございます。只今から令和 5

年第 5 回相良村議会臨時会を開会します。本臨時会においては、新型コロナウイルス

感染拡大の防止対策としてマスク着用を認めています。これから本日の会議を開きま

す。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（黒木正照君） 日程に従いまして、日程第 1、会議録署名議員の指名を行いま

す。会議録署名議員は、会議規則第 126条の規定によって、5番議員、中村重道君、 

｛「はい。」と、5番議員。｝ 

6番議員、西本巳喜男君、 

｛「はい。」と、6番議員。｝ 

を指名します。 

 ―――――――○――――――― 

日程第２ 会期の決定の件 

○議長（黒木正照君） 次に、日程第 2、会期の決定の件を議題とします。お諮りしま

す。本臨時会の会期は、本日 1日間としたいと思います。ご異議ありませんか。 

{「異議なし。」と、呼ぶ者あり。} 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日 1日間に決定しました。 

―――――――○――――――― 

日程第３ 議案第５号 

○議長（黒木正照君） 次に、日程第 3、議案第 36号、令和 5年度相良村一般会計補正

予算第 1号を議題とします。本案について説明を求めます。村長。 

{「はい、議長。」と、村長。} 

○村長（吉松啓一君） おはようございます。それでは、議案第 36号、令和 5年度相良

村一般会計補正予算第 1 号についてご説明申し上げます。今回の補正は、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,293 万 2,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 41億 2,129万 2,000円とするものでございます。それでは、歳出

の主なものにつきまして 8 ページの歳出補正予算事項別明細書でご説明いたしますが、

衛生費関係では 1,293万 2,000円の増額補正でございます。10ページの保健衛生費の

予防費におきまして、新型コロナワクチン接種委託料 968 万 2,000 円。新型コロナワ

クチン接種事業に係るシステム改修委託料 121 万円など、5 月から事業開始となる新

型コロナワクチン接種の関係費用として増額補正をお願いするものでございます。こ

れらの歳出の財源といたしまして 7 ページの歳入補正予算事項別明細書のとおりです

が、国庫負担金及び財政調整基金からの繰入金をもって充てるものでございます。以

上、議案第 36号につきましてご説明いたしましたが、内容ご審議のうえ、ご決定賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（黒木正照君） 提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。ご

質疑ありませんか。 

｛「はい、議長。」と、9番議員。｝ 

  はい、9番議員。 

○９番（市岡智惠君） おはようございます。9 番、市岡です。質疑をさせていただき

ます。委託料で 968 万 2,000 円と計上してありますが、現在の新型ワクチン接種につ

いてはどのような状況か、また、率としてはどのようになっているのか、お尋ねいた

します。 

○議長（黒木正照君） はい。保健福祉課長。 

{「はい。」と、保健福祉課長。} 

〇保健福祉課長（平川千春君） 議員の皆様、おはようございます。保健福祉課長、お

答えいたします。3 月 29 日時点で、新型コロナワクチンの接種料ですが、1 回目、2

回目を受けられた方が、村内の接種対象者で 9 割を超してきております。オミクロン

株対応ワクチンにつきましては、接種対象者で 60.49 パーセントの方が現在接種され

ている状況であります。以上、お答えいたします。 

｛「はい、議長。」と、9番議員。｝ 

○議長（黒木正照君） はい、9番議員。 

○９番（市岡智惠君） はい。1回目、2回目、村内で 9割、オミクロンが 60.49パーセ

ントということで、答弁をいただきましたけれども、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（黒木正照君） 他にご質疑ありませんか。 

｛8番議員、挙手。｝ 

○議長（黒木正照君） はい、8番議員。 

○８番（小善満子君） 8 番議員、質問いたします。この歳出の予防費のことなんです

が、11の 4の手数料で市医師会予約事務手数料で 127万 6,000円、計上されているん

ですが、この 127 万 6,000 円というのは、やはり医師会に予約して、その受ける人が

各医療機関に行ってするという、そういうシステムになっているんですかね。それが

一つと、このコロナワクチンの健康管理システム改修ですね。システムにつきまして

は 121 万組んでありますが、これはパソコンについてのシステム改修になるんですか

ね。この健康管理というのは、あくまでもコロナの接種することについてのシステム

改修ということになるんでしょうか。保健福祉課長、お願いいたします。 

○議長（黒木正照君） はい、保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（平川千春君） 保健福祉課長、お答えいたします。まず市医師会予約

事務等手数料ですが、これは 1 件当たり 300 円。医師会を通じて接種された場合、い

ろいろ電話とかでのやりとりとか、予約とかのことがありますので、300 円支払うこ

とになっておりますので、その分を計上させていただいております。それと健康管理

システム改修ですが、これは、また接種体制がちょっと変わってきますので、接種券
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とか、そういう通知をするためのシステム改修となっております。以上、お答えいた

します。 

｛「はい、議長。」と、8番議員。｝ 

○議長（黒木正照君） はい、8番議員。 

○８番（小善満子君） これは予算には関係ないんですが、もう、このコロナのワクチ

ンというのが、5 類に移行しましたですね。そうした場合、まだはっきりは分かって

ないと思うんですが、もう 5 類になったから、今までのインフルエンザと一緒に、こ

の接種する場合は、受給、ワクチンを受けた場合は、受診料、手数料、例えばワクチ

ン代ということで払わなくてはならないのか、現時点で分かってることを教えてくだ

さい。 

○議長（黒木正照君） はい、保健福祉課長。 

{「はい。」と、保健福祉課長。} 

〇保健福祉課長（平川千春君） 保健福祉課長、お答えいたします。現時点で分かって 

る分につきまして、住民さんから特に接種の料金を徴収することはないと思います。

その分につきましては、委託料で国のほうから負担金として入ってきます。ただ、事

務費、システム改修とか先ほどの手数料とかにつきまして、補助率がまだ分かってな

くて、今後、補助率につきましては、また分かり次第、歳入予算のほうで計上させて

いただこうと思っております。以上、お答えいたします。 

○８番（小善満子君） はい。以上で終わります。 

○議長（黒木正照君） はい。他にご質疑ありませんか。 

｛「はい。」と、6番議員。｝ 

  はい、6番議員。 

○６番（西本巳喜男君） おはようございます。6 番、お尋ねいたします。最初のとこ

ろで、村長の説明の中で、このコロナワクチン接種については 5 月からの開始になる

ということで説明なさいました。3 月の定例会で当初予算が可決したわけですけど、

その中には、この金額は反映されてなかったからということですが、なぜ今の時期、

私が想像するに国庫支出金からの金額が確定した、分かったために今回、すぐに出さ

れたかなということで思います。当初予算を早速、補正で今回組むということについ

て、すぐだったけど、なぜ、またすぐされるとかということは、そういうことが原因

かなと思ってるんだけど、確認のため、課長お願いします。 

○議長（黒木正照君） はい、保健福祉課長。 

{「はい。」と、保健福祉課長。} 

〇保健福祉課長（平川千春君） 保健福祉課長、お答えいたします。3 月議会の時点で

は、ちょっとまだ国とかからの方針が来ておりませんで、予算計上ができなかったん

です。3月議会で、5年度分で上げさせていただいた分につきましては、まだ残ってい

る、3月接種されたり、4月に接種されるオミクロン株の方たちの分は、5年度で出す

ようになっておりましたので、その分を予算計上させていただいたということでござ
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います。以上お答えいたします。 

○６番（西本巳喜男君） はい、議長。 

○議長（黒木正照君） はい、6番議員。 

○６番（西本巳喜男君） 今ので分かりました。終わります。 

○議長（黒木正照君） 他にご質疑ございませんか。 

｛「ありません。」と、呼ぶ者あり。｝ 

はい。質疑ありませんので、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これ

から討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。次に、原案に賛成者の

発言を許します。討論がありませんので、討論なしと認めます。これで討論を終わり

ます。これから議案第 36号、令和 5年度相良村一般会計補正予算第 1号を採決します。

この採決は起立によって行います。議案第 36号、令和 5年度相良村一般会計補正予算

第 1号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

｛賛成者起立｝ 

○議長（黒木正照君） 起立全員です。したがって、議案第 36号は、原案のとおり可決

されました。 

―――――――○――――――― 

〇議長（黒木正照君） ただいま議決されました案件については、その条項、字句、数

字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

｛「異議なし。」と、呼ぶ者あり。｝ 

異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委 

任することに決定しました。これで本日の日程は、全部終了しました。令和 5 年第 5

回相良村議会臨時会を閉会します。お疲れ様でした。 

―――――――○――――――― 

閉会 午前 10時 13分 
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 地方自治法第 123条第 2項の規定により署名する。 
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